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【24 障害者福祉関連施設】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『障害者福祉関連施設』は、児童から成人の身体障害者、知的障害者及び精神障害者等を対象に、各種の施設が役割や機能を以って様々なサービスを提供する福祉施設のグループです。 

現在、障害福祉施設については指定管理者制度が導入されていますが、今後はサービスの質の向上等を図るため、関係団体等への施設の譲渡を含めた民営化を検討していきます。 

「憩いの家」については、利用実績等により廃止を検討すべき施設として、総合評価結果は「Ｅ」評価となっています。 

 

評価の概要 


